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ｄカードケータイ補償規約 の一部改正 

［改正］ ［現行］ 

ｄカードケータイ補償規約（以下「本規約」といいます）は、当社がｄカードの会員に対

し提供する「ｄカードケータイ補償」（以下「本特典」といいます）の内容および提供条件

等の基本的事項を定めるものです。 

 

第１条（略） 

第２条（本特典の内容） 

1 項～2 項（略） 

３．提供条件 

（１）補償期間 

対象端末の購入日から起算して、ｄカード会員の場合は 1 年間、ｄカード GOLD 会

員及びｄカード PLATINUM 会員の場合は 3 年間とします。（略） 

（2）補償金額 （略） 

（3）補償条件 

会員は以下の各号に定める条件を全て満たしている場合に本特典の提供を受けることが

できます。 

［1］本会員が、事故発生時から本特典による補償を受けるまでの間 、ｄカード契約

を締結していること。 

［2］～［4］（略） 

 

［5］会員が、事故当時に届け出ていたご利用携帯電話番号にかかる FOMA サービ

ス、Xi サービスまたは 5G サービスの契約を解約することなく、新端末への変更を行ってい

ること、かつ本特典申請時から本特典による補償を受ける適用までの間、ご利用携帯電

話番号を事故当時のものから変更していないこと。 

［6］～［7］（略） 

ｄカードケータイ補償規約（以下「本規約」といいます）は、当社がｄカードの会員に対

し提供する「ｄカードケータイ補償」（以下「本特典」といいます）の内容および提供条件

等の基本的事項を定めるものです。 

 

第１条（略） 

第２条（本特典の内容） 

1 項～2 項（略） 

３．提供条件 

（１）補償期間 

対象端末の購入日から起算して 1 年間（ｄカード GOLD 会員の場合は 3 年間）

とします。（略） 

（2）補償金額 （略） 

（3）補償条件 

会員は以下の各号に定める条件を全て満たしている場合に本特典の提供を受けることが

できます。 

［1］本会員が、事故発生時においてｄカード契約を締結していること。 

［2］～［4］（略） 

 

 

［5］会員が、事故当時に届け出ていたご利用携帯電話番号にかかる FOMA サービ

ス、Xi サービスまたは 5G サービスの契約を解約することなく、新端末への変更を行ってい

ること、かつ本特典申請時においても、ご利用携帯電話番号を事故当時のものから変更

していないこと。 

［6］～［7］（略） 
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［8］上記［3］から［6］に定める手続き完了日から過去 1 年以内に発生した別の

事故により、本特典による補償を受けていないこと。 

（4）補償対象とならない損害等 

［1］（略） 

［2］直接・間接問わず、戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱そ

の他これらに類似の事変または暴動（本規約においては、群衆もしくは多数の者の集団

行動によって、全国もしくは一部の地区において著しく平穏が乱され、治安維持上重大な

事態と認められる状態をいいます）によって生じた事故による損害。 

［3］（略） 

［4］直接・間接問わず、地震・噴火・津波・洪水・台風・暴風雨・豪雨・高潮その他風

水災によって生じた事故による損害。 

［5］～［8］（略） 

 

（5）補償方法 （略） 

第３条～第 7 条 （略） 

2024 年 11 月 25 日改版 

 

 

 

［8］上記［3］から［6］に定める手続き完了日から過去 1 年以内に発生した別の

事故により、本特典の適用を受けていないこと。 

（4）補償対象とならない損害等 

［1］（略） 

［2］直接であると間接であるとを問わず、戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内

乱・武装反乱その他これらに類似の事変または暴動（本規約においては、群衆もしくは

多数の者の集団行動によって、全国もしくは一部の地区において著しく平穏が乱され、治

安維持上重大な事態と認められる状態をいいます）によって生じた事故による損害。 

［3］（略） 

［4］直接であると間接であるとを問わず、地震・噴火・津波・洪水・台風・暴風雨・豪

雨・高潮その他風水災によって生じた事故による損害。 

［5］～［8］（略） 

 

（5）補償方法 （略） 

第３条～第 7 条 （略） 

2022 年 10 月 13 日改版 

 


